
第２３期第５回筑前海区漁業調整委員会次第 

 

１ 日時 令和７年１２月８日（月） １４：００～ 

 

２ 場所 漁業調整委員会室（福岡県庁４階） 

 

３ 議題 

（１）福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問） 

 資料１ 

 

（２）特定水産資源の福岡県知事管理漁獲可能量の設定について（諮問） 

 資料２ 

 

（３）令和８年上期土石採取計画について（協議）       

 資料３ 

 

（４）福岡湾におけるポンプを使用したアサリ採捕の禁止に係る委員会指示に

ついて（協議）  資料４ 

 

（５）一本釣りの集魚灯使用に係る委員会指示について（協議） 

 資料５ 

 

（６）第４６回日本海・九州西広域漁業調整委員会について（報告） 

 資料６ 

 

（７）全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議について（報告） 

 資料７ 

 

（８）くろまぐろ知事管理漁獲可能量の変更について（報告） 

 資料８ 

 

（９）その他 
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資　　料　　１

（２３期５回筑前漁調委）

（令和７年１２月８日）



令和７年１２月８日 
筑前海区漁業調整委員会資料 

 
福岡県資源管理方針の一部改正について 

 
水産振興課漁船漁業係 

【概要】 
 

○「まあなご福岡県海域（筑前海）」の別紙３への追加について 

 ・まあなごは主にかご漁業で漁獲され、筑前海区において重要な魚種であ

り、近年の漁獲量は横ばいで推移している。 

 ・このため、漁業法第 14条第９項に基づき、県は資源管理方針について検

討を行い、変更する必要があると考える。 

 ・そこで今回、まあなごの資源管理を行うため、福岡県資源管理方針に別紙

３-12 を追加したい。 

 

表 2022 年～2024 年の筑前海区における魚種別漁獲量 

 

 

 
図 筑前海区におけるアナゴ類の漁獲量推移 

令和4年 令和5年 令和6年 3ヶ年平均

ブリ 2,285 2,607 2,359 2,417 1 ○

マサバ 641 1,888 1,307 1,279 2 ○

マダイ 1,198 1,222 1,114 1,178 3 ○

マアジ 618 727 773 706 4 ○

サワラ 620 468 511 533 5 ○

マガキ 448 519 482 483 6

イサキ 292 193 207 231 6

マルアジ 266 100 320 229 7

キダイ 213 234 186 211 8

ゴマサバ 167 349 56 191 9 ○

ケンサキイカ 193 199 140 178 10 ○

チダイ 143 197 142 161 11
ヒラマサ 249 74 155 159 12

ウマヅラハギ 170 141 64 125 13

イトヨリダイ 117 132 65 105 14

コノシロ 125 68 112 102 15

マアナゴ 117 101 85 101 16

ウルメイワシ 145 87 69 100 17 ○
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福岡県資源管理方針  
〔制定 令和２年１２月１日〕  

最終改正 令和７年○○月○○日  
 

 
第１ 資源管理に関する基本的な事項  

１ 漁業の状況  
本県の水産業は、平成 30 年の生産量で 7.0 万トン、生産額は 295 億円にのぼり、全

国的には中位に位置している。また、漁業就業者数は、約４千人であり、多くの沿岸

地域においては、水産業は中核的な産業となっている。このように水産業は、本県の

均衡ある発展を図るためにも極めて重要な産業であり、今後とも水産業の発展を図っ

ていくためには、水産資源を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。  
２ 本県の責務  

本県は、漁業法（以下「法」という。）第６条の規定に基づき、国とともに、資源管

理を適切に実施する責務を有する。このため、国と協力しつつ、本県の管轄する水面

の資源調査、資源評価及び資源管理を行うとともに、法第 10 条第１項の規定に基づき、

必要と認めるときは、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源につ

いて資源評価の要請を行うものとする。  
第２ 特定水産資源ごとの知事管理区分  

知事管理区分は、特定水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、知事が設定する管

理区分であり、管理区分ごとに少なくとも以下の事項を定めるものとする。  
（１）水域  
（２）対象とする漁業  
（３）漁獲可能期間  

第３ 特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  
１ 漁獲可能量  

  漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準は、漁獲実績を基礎とし、当該特定水産

資源を漁獲対象とする漁業の実態その他の事情を勘案して、特定水産資源ごとに定め

ることとする。  
  ２ 留保枠の設定  

  年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等に対応するため、特定水産資源

ごとに漁獲可能量に留保枠を設けることができることとする。  
３ 数量の融通  

  年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等により生じる、それぞれの知事

管理区分に配分した数量の過不足が、漁業者及び関連業者に与える影響を緩和するた

め、上記１及び２の規定に基づく配分後の関係団体による要望及び知事管理区分ごと

の知事管理漁獲可能量の消化状況を踏まえて、知事管理区分間における数量の融通を

可能な範囲で行い、それぞれの知事管理区分に配分することで、当該影響の緩和に努

めるものとする。  
第４ 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法  

知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理を基本とする。

それ以外の知事管理区分については、漁獲量の総量の管理を行うが、科学的知見の蓄

積、漁獲量等の報告体制の整備等が整ったものから、順次、漁獲割当てによる管理に

移行するものとする。  
第５ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  
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１ 特定水産資源  
  特定水産資源については、資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982 号）

に即して、当該特定水産資源ごとの資源管理の目標の達成に効果があると認める場合

には、小型魚の漁獲を避けるための網目等の漁具の制限等、漁獲可能量による管理以

外の管理手法を活用し、漁獲可能量による管理と組み合わせて資源管理を行うものと

する。  
  また、当該特定水産資源の採捕をする者による法第 124 条第１項の協定の締結を促

進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該

協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の福岡県知事

への報告が行われるよう指導を行うものとする。  
２ 特定水産資源以外の水産資源  

  特定水産資源以外の水産資源については、資源管理基本方針に即して、当該水産資

源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導か

れる漁獲圧力の管理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管

理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。  
  法第 11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行

われていない場合には、当該資源評価が行われるまでの間は、利用可能な最新の科学

的知見を用いて資源管理の方向性を設定することとする。  
  また、当該特定水産資源以外の水産資源の採捕をする者による法第 124 条第１項の

協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者

自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結

果の福岡県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。  
 ３ 漁業者自身による自主的な取組  
   福岡県知事は、漁業者による法第 124 条第１項の協定の締結を促進し、認定した協

定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の

定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の福岡県知事への報告が行われ

るよう指導を行うものとする。  
第６ その他資源管理に関する重要事項  

１ 漁獲量等の情報の収集  
（１）漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動が資源に与える影響等

を把握するために有益であり、資源評価の精度を上げるために重要である。また、

資源管理措置の遵守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも重要で

ある。 
（２）漁獲量等の情報は、法第 26 条第１項又は第 30 条第１項の規定による漁獲可能

量による管理として行うもののほか、知事許可漁業の許可を受けた者による資源管

理の状況等の報告（法第 58 条において準用する法第 52 条第１項）、漁業権者によ

る資源管理の状況等の報告（法第 90 条第１項）においても報告が義務付けられてい

る。これらの報告により収集した情報を農林水産大臣へ報告し、農林水産大臣及び

福岡県知事が相互に漁獲量等の情報を共有することにより適切な資源管理に向けて

これらの情報を活用していくこととする。  
（３）また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要性を踏まえて、より迅

速かつ効率的に情報を収集することができるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業

協同組合、市場等から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの構築を

進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応じて編集・処理することで適

切な資源管理に向けてこれらの情報の活用が図られるようにする。  
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 ２ 資源管理の進め方  
   新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者の理解と協力を得た上

で、着実に実行していくものとする。  
 ３ 種苗放流等の取組  
   種苗生産・放流・育成管理（以下「種苗放流等」という。）の取組は、資源管理の一

環として実施することから、対象となる水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検

証することとする。  
   新たに種苗放流等を実施する水産資源については、資源水準の回復にその取組の有

効性が認められる場合に、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することと

し、当該水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検証することとする。  
 これまで種苗放流等を実施してきた水産資源については、種苗放流等の効果の検証

の結果、その取組の有効性が認められるものであって、その造成の目的を達成してい

ないものは、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することとする。  
   なお、当該検証の結果、当該水産資源の造成の目的を達成したものやその効果の認

められないものは、種苗放流等について慎重に検討することとする。  
 ４ 遊漁者に対する指導  
   遊漁者に対し、資源管理基本方針及び福岡県資源管理方針に基づく資源管理の実施

について協力するよう指導するものとする。  
第７ 福岡県資源管理方針の検討  

法第 14 条第８項に定める場合のほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の

動向その他の事情を勘案して、おおむね５年ごとに、この資源管理方針についての検

討を行うとともに、この資源管理方針に記載されている個別の水産資源についても少

なくとも５年ごとに見直しを行うものとする。  
第８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針  

  特定水産資源についての具体的な資源管理方針は「別紙１－１ まあじ」から「別

紙１－11 ぶり」までに、特定水産資源以外の水産資源（法第 11 条第２項第２号の資

源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われていないものを除く。）に

ついての具体的な資源管理方針は「別紙２－１ ひらめ日本海中西部・東シナ海系群」

に、法第 11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が

行われていない水産資源の資源管理の方向性は「別紙３－２ とらふぐ日本海・東シ

ナ海・瀬戸内海系群」から「別紙３－12 まあなご福岡県海域（筑前海）」までに、そ

れぞれ定めるものとする。  
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（別紙３－12）  
第１ 水産資源  

まあなご福岡県海域（筑前海）  
第２ 資源管理の方向性  

県が行う資源評価において判断される資源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、国による資源評価が公表された場合には、その資源評価結果に基づく指標

などを資源管理の方向性とする。  
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  

福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第  124 条第１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。  
また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。  
第４ その他資源管理に関する重要事項  

なし  
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改正案 現行方針 
福岡県資源管理方針 

（制定 令和２年１２月１日） 

最終改正 令和７年〇月〇日 

 

第１～第７（略） 

 

第８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針 

    特定水産資源についての具体的な資源管理方針は「別紙１－１ まあ

じ」から「別紙１－11 ぶり」までに、特定水産資源以外の水産資源（法

第11条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源

評価が行われていないものを除く。）についての具体的な資源管理方針

は「別紙２－１ ひらめ日本海中西部・東シナ海系群」に、法第 11 条

第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が

行われていない水産資源の資源管理の方向性は「別紙３－２ とらふ

ぐ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群」から「別紙３－12 まあなご福岡

県海域（筑前海）」までに、それぞれ定めるものとする。 

 

（別紙１－１）～（別紙１－11） （略） 

（別紙２－１） （略） 

（別紙３－１）～（別紙３－11） （略） 

 
（別紙３－12） 
第１ 水産資源 

まあなご福岡県海域（筑前海） 
第２ 資源管理の方向性 

福岡県資源管理方針 

（制定 令和２年１２月１日） 

最終改正 令和７年10月21日 

 

第１～第７（略） 

 

第８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針 

    特定水産資源についての具体的な資源管理方針は「別紙１－１ まあ

じ」から「別紙１－11 ぶり」までに、特定水産資源以外の水産資源（法

第11条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源

評価が行われていないものを除く。）についての具体的な資源管理方針

は「別紙２－１ ひらめ日本海中西部・東シナ海系群」に、法第 11 条

第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が

行われていない水産資源の資源管理の方向性は「別紙３－２ とらふ

ぐ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群」から「別紙３－11 がざみ福岡県

海域（有明海）」までに、それぞれ定めるものとする。 

 

（別紙１－１）～（別紙１－11） （略） 

（別紙２－１） （略） 

（別紙３－１）～（別紙３－11） （略） 

 

（新設） 
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県が行う資源評価において判断される資源水準を中位以上に維持す

ることを目指す。なお、国による資源評価が公表された場合には、そ

の資源評価結果に基づく指標などを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守するとともに、当該水産資

源の採捕をする者による法第 124 条第１項の協定の締結を促進し、

認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らに

よる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進す

る。 
また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評価が

行えるように努めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 

 

 

 

 

※別紙２、別紙３については、文言の変更はないが、体裁の変更を行った。具体的には、句読点が行頭とならないように、１行当たりの文字数を調整して

いたが、句読点が行頭でもかまわないと整理。 

一例： 

●変更前 

・・・公表するととも 

に、当該協定に・・・ 

 

●変更後 

・・・公表するとともに 

、当該協定に・・・ 

-8-



-1-

資　　料　　２

（２３期５回筑前漁調委）

（令和７年１２月８日）



特定水産資源の知事管理漁獲可能量の設定について 

 

水産振興課 

【概要】 

・知事は、福岡県資源管理方針に即して、農林水産大臣から定められた都道府

県別漁獲可能量について、「知事管理漁獲可能量」を定めるものとなってい

る。 

・今般、令和８年１月１日より令和８管理年度が開始される「まあじ」、「まい

わし対馬暖流系群」、「かたくちいわし対馬暖流系群」、「うるめいわし対馬暖

流系群」及び「まだい日本海西部・東シナ海系群」の知事管理漁獲可能量を

定めることについて、法第 16 条第２項の規定※に基づき筑前海区漁業調整委

員会に諮問を行うもの。 

※法第 16 条第２項：都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとする（変更しようとする）と

きは、関係海区漁業調整委員会に意見を聴かなければならない。 

 

【知事管理漁獲可能量の設定について】 

・「まあじ」については、福岡県資源管理方針より、本県に定められた都道府

県別漁獲可能量の全量を福岡県まあじ知事管理区分に配分することとしてい

る。 

・今回、本県に定められた「まあじ」の都道府県別漁獲可能量は「現行水準」

であることから、福岡県まあじ知事管理区分に配分する数量を「現行水準」

と定めたい。 

・「まいわし対馬暖流系群」については、福岡県資源管理方針より、本県に定

められた都道府県別漁獲可能量の全量を福岡県まいわし知事管理区分に配分

することとしている。 

・今回、本県に定められた「まいわし対馬暖流系群」の都道府県別漁獲可能量

は「現行水準」であることから、福岡県まいわし知事管理区分に配分する数

量を「現行水準」と定めたい。 

・「かたくちいわし対馬暖流系群」については、福岡県資源管理方針より、本

県に定められた都道府県別漁獲可能量の全量を福岡県かたくちいわし対馬暖

流系群知事管理区分に配分することとしている。 

・今回、本県に定められた「かたくちいわし対馬暖流系群」の都道府県別漁獲

可能量は「15,000 トンの内数」であることから、福岡県かたくちいわし対馬

暖流系群知事管理区分に配分する数量を「15,000 トンの内数」と定めたい。 

 

 

 

-2-



・「うるめいわし対馬暖流系群」については、福岡県資源管理方針より、本県

に定められた都道府県別漁獲可能量の全量を福岡県うるめいわし知事管理区

分に配分することとしている。 

・今回、本県に定められた「うるめいわし対馬暖流系群」の都道府県別漁獲可

能量は「58,000 トンの内数」であることから、福岡県うるめいわし知事管理

区分に配分する数量を「58,000 トンの内数」と定めたい。 

・「まだい日本海西部・東シナ海系群」については、福岡県資源管理方針より、

本県に定められた都道府県別漁獲可能量の全量を福岡県まだい知事管理区分

に配分することとしている。 

・今回、本県に定められた「まだい日本海西部・東シナ海系群」の都道府県別

漁獲可能量は「6,730 トンの内数」であることから、福岡県まだい知事管理

区分に配分する数量を「6,730 トンの内数」と定めたい。 

 

 

表 本県に定められた都道府県別漁獲可能量及び定めようとする知事管理漁獲可能量 

特定水産資源 令和８管理年度 
都道府県別 

漁獲可能量 

知事管理漁獲可能量 
備考 

知事管理区分 配分数量 

まあじ 1/1～12/31 

現行水準 

（目安数量

（1,056 トン）） 

福岡県まあじ 

知事管理区分 
現行水準 

漁業法 16 条第１項に

基づく知事管理漁獲可

能量の設定 

まいわし 

対馬暖流系群 
1/1～12/31 

現行水準 

（目安数量

（290 トン）） 

福岡県まいわし 

知事管理区分 
現行水準 

漁業法 16 条第１項に

基づく知事管理漁獲可

能量の設定 

かたくちいわし 

対馬暖流系群 
1/1～12/31 

15,000 トン 

の内数 

福岡県かたくちいわし 

対馬暖流系群 

知事管理区分 

15,000 トン 

の内数 

漁業法 16 条第１項に

基づく知事管理漁獲可

能量の設定 

うるめいわし 

対馬暖流系群 
1/1～12/31 

58,000 トン 

の内数 

福岡県うるめいわし 

知事管理区分 

58,000 トン 

の内数 

漁業法 16 条第１項に

基づく知事管理漁獲可

能量の設定 

まだい 

日本海西部・ 

東シナ海系群 

1/1～12/31 
6,730 トン 

の内数 

福岡県まだい 

知事管理区分 

6,730 トン 

の内数 

漁業法 16 条第１項に

基づく知事管理漁獲可

能量の設定 
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【知事管理漁獲可能量の設定手続き】 

 

 

 

【漁業法（一部抜粋）】 
（農林水産大臣による漁獲可能量等の設定） 

第十五条 農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと及びその管理年度ごとに、次に掲げる数量

を定めるものとする。 

一 漁獲可能量 

二 漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量（以下この章において「都道府県別漁獲可能量」という。） 

三 漁獲可能量のうち大臣管理区分に配分する数量（以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「大臣管理 

漁獲可能量」という。） 

２～３ 略 

４ 農林水産大臣は、都道府県別漁獲可能量を定めようとするときは、関係する都道府県知事の意見を聴くものとし、

その数量を定めたときは、遅滞なく、これを当該都道府県知事に通知するものとする。 

５～６ 略 

 

（知事管理漁獲可能量の設定） 

第十六条 都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分す

る数量（以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「知事管理漁獲可能量」という。）を定めるものとす

る。 

２ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければな

らない。 

３ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 

４ 都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５～６ 略 

 

国（農林水産大臣） 都道府県 海区漁業調整委員会

①都道府県別漁獲可能量
の設定に係る意見照会

（法15条第4項）

②都道府県別漁獲可能量
の設定に係る意見照会の
回答

（法15条第4項）

①

③都道府県別漁獲可能量
の設定の通知

（法15条第4項）

②

③

④知事管理漁獲可能量の
設定について、海区漁業調
整委員会への諮問

（法16条第2項）

⑤知事管理漁獲可能量の
設定についての答申

（法16条第2項）

⑥知事管理漁獲可能量の
設定についての承認申請

（法16条第3項）

④

⑤

⑥

⑦知事管理漁獲可能量の
設定についての承認

（法16条第3項）

⑧設定した知事管理漁獲可
能量の公表（HP等にて）

（法16条第4項）

⑦
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 ７ 水 管 第 1 9 6 0 号  

令和７年 11 月７日 

 

  福岡県知事 殿 

 

                                     農林水産大臣 鈴木 憲和 

 

さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたく

ちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太

平洋系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和８管理年

度における都道府県別漁獲可能量の当初配分の通知 

 

  令和８管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分について、漁業法

（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、下記の表のとおり

都道府県別漁獲可能量を定めたので、同条第４項の規定に基づき、通知いたしま

す。 

 

記 

 

（表）令和８管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分 

特定水産資源 
都道府県別漁獲可

能量（トン） 
基本シェア（％） 

現行水準の場合の

目安数量（トン） 

さんま  0.00%  

まあじ 現行水準 0.72% 1,056 

まいわし太平洋系群    

まいわし対馬暖流系

群 
現行水準 0.08% 290 

かたくちいわし対馬

暖流系群 
15,000 トンの内数 －  

うるめいわし対馬暖

流系群 
58,000 トンの内数 －  

かたくちいわし太平

洋系群 
   

まだい日本海西部・

東シナ海系群 
6,730 トンの内数 －  
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資　　料　　３

（２３期５回筑前漁調委）

（令和７年１２月８日）



小呂南西 烏帽子北 小呂南東 長間礁北 栗ノ上 栗ノ上西 宗像 柏原 岩屋 白島 白島西 遠賀沖 小　計

唐津湾海区砂 0 同意 6.00 6.00 12.00 12.00
採取協同組合 計画 6.00 6.00 12.00 12.00
博多海砂採取 0 同意 17.00 17.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 109.00 109.00
協業組合 計画 8.00 4.00 2.60 6.40 4.40 6.60 8.00 40.00 40.00
玄洋海砂採取 0 同意 0.40 2.40 7.20 10.00 10.00
販売協同組合 計画 0.38 2.25 6.38 9.00 9.00
北九州砂採取 0 同意 0.93 0.93 22.50 22.50 3.73 50.59 50.59
販売協同組合 計画 0.93 0.93 21.00 20.00 3.73 46.59 46.59

0 同意 23.00 23.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 1.33 3.33 22.50 22.50 10.93 181.59 181.59
計画 14.00 10.00 2.60 6.40 4.40 6.60 8.00 1.31 3.18 21.00 20.00 10.10 107.59 107.59

小呂南西 烏帽子北 小呂南東 長間礁北 栗ノ上 栗ノ上西 宗像 柏原 岩屋 白島 白島西 遠賀沖 小　計

唐津湾海区砂 0 同意 6.00 6.00 12.00 12.00
採取協同組合 計画 6.00 6.00 12.00 12.00
博多海砂採取 0 同意 17.00 17.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 109.00 109.00
協業組合 計画 8.50 6.50 3.80 8.00 5.20 8.00 10.00 50.00 50.00
玄洋海砂採取 0 同意 0.40 3.30 6.30 10.00 10.00
販売協同組合 計画 0.38 3.00 5.63 9.00 9.00
北九州砂採取 0 同意 0.93 0.93 22.50 22.50 3.73 50.59 50.59
販売協同組合 計画 0.93 0.93 21.00 20.00 3.73 46.59 46.59

0 同意 23.00 23.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 1.33 4.23 22.50 22.50 10.03 181.59 181.59
計画 14.50 12.50 3.80 8.00 5.20 8.00 10.00 1.31 3.93 21.00 20.00 9.35 117.59 117.59

小呂南西 烏帽子北 小呂南東 長間礁北 栗ノ上 栗ノ上西 宗像 柏原 岩屋 白島 白島西 遠賀沖 小　計

唐津湾海区砂 0 同意 6.00 6.00 12.00 12.00
採取協同組合 計画 6.00 6.00 12.00 12.00
博多海砂採取 0 同意 17.00 17.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 109.00 109.00
協業組合 計画 9.70 7.20 4.40 9.20 6.70 8.80 12.00 58.00 58.00
玄洋海砂採取 0 同意 1.20 1.20 7.60 10.00 10.00
販売協同組合 計画 1.13 1.13 6.75 9.00 9.00
北九州砂採取 0 同意 0.93 0.93 22.50 22.50 3.73 50.59 50.59
販売協同組合 計画 0.93 0.93 20.87 20.00 3.73 46.46 46.46

0 同意 23.00 23.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 2.13 2.13 22.50 22.50 11.33 181.59 181.59
計画 15.70 13.20 4.40 9.20 6.70 8.80 12.00 2.06 2.06 20.87 20.00 10.48 125.46 125.46

小呂南西 烏帽子北 小呂南東 長間礁北 栗ノ上 栗ノ上西 宗像 柏原 岩屋 白島 白島西 遠賀沖 小　計

唐津湾海区砂 0 同意 6.00 6.00 12.00 12.00
採取協同組合 計画 6.00 6.00 12.00 12.00
博多海砂採取 0 同意 17.00 17.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 109.00 109.00
協業組合 計画 10.00 6.50 4.50 9.50 6.50 9.50 11.50 58.00 58.00
玄洋海砂採取 0 同意 0.40 1.30 8.30 10.00 10.00
販売協同組合 計画 0.38 1.13 7.50 9.00 9.00
北九州砂採取 0 同意 0.93 0.93 22.50 22.50 3.73 50.59 50.59
販売協同組合 計画 0.93 0.93 21.00 20.00 3.73 46.59 46.59

0 同意 23.00 23.00 13.00 16.00 13.00 16.00 17.00 1.33 2.23 22.50 22.50 12.03 181.59 181.59
計画 16.00 12.50 4.50 9.50 6.50 9.50 11.50 1.31 2.06 21.00 20.00 11.23 125.59 125.59

令和８年上期土石採取計画について

令和８年上期土石採取計画量 単位：万ｍ3

　　　　　採取場所
　業者

漁業権
漁場内

漁 業 権 漁 場 外

合　　計数量
種別

合計

令和７年下期土石採取計画量 単位：万ｍ3

　　　　　採取場所
　業者

漁業権
漁場内

漁 業 権 漁 場 外

合　　計数量
種別

合計

令和７年上期土石採取計画量 単位：万ｍ3

　　　　　採取場所
　業者

漁業権
漁場内

漁 業 権 漁 場 外

合　　計数量
種別

合計

合計

令和６年下期土石採取計画量 単位：万ｍ3

　　　　　採取場所
　業者

漁業権
漁場内

漁 業 権 漁 場 外

合　　計数量
種別

133.83 132.6 127 134.5 130.3 131.03 133.59 129.589 125.4622 107.589

138.4 133.05 127 124 125.7 128.589 129.589 125.589 117.589

(272.23 ) (265.65 ) (254.00 ) (258.50 ) (256.00 ) (259.62 ) (263.18 ) (255.18 ) (243.05 )

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

認
可
数
量(

万
㎥
）

年

土石採取認可数量の推移(過去10年間)
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福岡湾におけるポンプを使用したアサリ採捕の禁止に係る委員会指示 
 
【現行】 
 

 筑前海区漁業調整委員会指示第１９５号 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、水産資源の

繁殖保護を図るため、福岡湾（博多湾）内においてアサリを対象にポンプを使用する漁

法に関し、次のとおり指示する。ただし、試験研究機関が試験研究のために当該漁法に

より操業する場合は、この限りではない。 

  令和３年１月１５日 

                               筑前海区漁業調整委員会会長  本田 清一郎      

１ 指示の適用海域 

福岡市東区志賀島夫婦石埼鼻と福岡市西区今津大原津舟埼を結んだ直線と陸岸によ

って囲まれた海域。 

２ 禁止事項 

ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法でアサリを採捕してはならない。 

３ 指示期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

【更新案】 
 

 筑前海区漁業調整委員会指示第２１８号 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、福岡湾（博

多湾）内におけるアサリの乱獲を防止し、資源の保護を図るため、次のとおり指示する。

ただし、試験研究機関等が試験研究等のために当該漁法によりアサリを採捕する場合は、

この限りではない。 

 令和 年  月  日（公報登載日） 

                                  筑前海区漁業調整委員会会長 冨重 信一  

１ 指示の適用海域 

福岡市東区志賀島夫婦石埼鼻と福岡市西区今津大原津舟埼を結んだ直線と陸岸によ

って囲まれた海域。 

２ 指示の内容 

ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法でアサリを採捕してはならない。 

３ 指示の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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一本釣りの集魚灯使用に係る委員会指示 
 
【現行】 
 
 筑前海区漁業調整委員会指示第２１４号 
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、筑前海区にお

ける一本釣りに使用する集魚灯について漁業調整を図るため、次のとおり指示する。た

だし、試験研究機関等が調査研究を目的として使用する集魚灯については、この限りで

はない。 
 令和７年２月７日 

筑前海区漁業調整委員会会長  冨重 信一  
１ 指示の対象 

一本釣りを行う船舶 
２ 指示の適用海域 
（１）Ａ海域 
   次のア、イ及びウを順次に結んだ直線より南並びに宗像市沖ノ島、同市大島、福

岡市西区小呂島及び糸島市志摩姫島烏帽子島の最大高潮時海岸線から３海里以内の

海域。 
  ア 山口県下関市蓋井島の北端 
  イ 宗像市大島神崎筑前大島灯台から真方位３１８度２，０００メートルの点 
  ウ 佐賀県唐津市呼子町加部島臼島灯台 
（２）Ｂ海域 
     Ａ海域を除く海域。 
３ 指示の内容 
  集魚灯に使用するＬＥＤ灯については、ＬＥＤ灯の消費電力に５を乗じた値を「Ｌ

ＥＤ取扱電力」とする。 
（１）Ａ海域において、ＬＥＤ灯を使用して一本釣りを行う船舶の集魚灯の電気設備は、 

電球の消費電力とＬＥＤ取扱電力の合計が１０キロワットを超えてはならない。 
（２）Ｂ海域において、集魚灯の電気設備は次のア、イ及びウのとおりとする。ただし、 

ア及びイについては小型いかつり漁業許可を有する船舶には適用しない。 
  ア 放電灯１個の消費電力は３キロワット以内とする。 
  イ ハロゲン灯装着用ソケット数は６個以内とする。 
  ウ 放電灯装着用ソケット数は１５個から、ＬＥＤ取扱電力（キロワット換算値） 

を３で除したものの小数点以下を切り上げた値を減じた個数以内とする。 
（３）Ｂ海域において、点灯できる集魚灯は、電球の消費電力とＬＥＤ取扱電力の合計

が４５キロワット以内とする。 
４ 指示の期間 
  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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【更新案】 
 
筑前海区漁業調整委員会指示第２１９号 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、筑前海区にお

ける一本釣りの集魚灯使用に関する漁業調整を図るため、次のとおり指示する。ただし、

試験研究機関等が試験研究等のために集魚灯を使用する場合は、この限りではない。 
 令和７年  月  日（公報登載日） 

筑前海区漁業調整委員会会長  冨重 信一  
１ 指示の対象 

集魚灯を使用して一本釣りを行う船舶 
２ 指示の適用海域 

（１）Ａ海域（福岡県漁業調整規則（令和２年福岡県規則第６２号）第４０条により、

集魚灯の電気設備が１０キロワット以内に制限された海域） 
   次のア、イ及びウを順次に結んだ直線より南、並びに宗像市沖ノ島、同市大島、

福岡市西区小呂島及び糸島市志摩姫島烏帽子島の最大高潮時海岸線から３海里以内

の筑前海区海域。 
  ア 山口県下関市蓋井島の北端 
  イ 宗像市大島神崎筑前大島灯台から真方位３１８度２，０００メートルの点 
  ウ 佐賀県唐津市呼子町加部島臼島灯台 
（２）Ｂ海域 
     Ａ海域を除く筑前海区海域。 
３ 指示の内容 

  Ａ海域及びＢ海域における集魚灯の電気設備について、次のとおり制限する。なお、

集魚灯にＬＥＤ灯を一部、あるいは全部使用する場合は、ＬＥＤ灯の消費電力に５を

乗じた値（単位はキロワットとする。以下「換算電力」という。）を消費電力の計算

に用いるものとする。 

（１）Ａ海域 

   集魚灯の電気設備は、電球の消費電力とＬＥＤ灯の換算電力の合計が１０キロワ

ット以内 

（２）Ｂ海域（福岡県の小型いかつり漁業の許可を有する船舶には、イ及びエは適用し

ない。） 

ア 同時に使用できる集魚灯は、電球の消費電力とＬＥＤ灯の換算電力の合計が４

５キロワット以内 

イ 放電灯 1 個の消費電力は、３キロワット以内 

ウ 放電灯装着用ソケット数は、１５個以内。なお、ＬＥＤ灯を使用する場合は、

ＬＥＤ灯の換算電力を３で除した値（小数点以下は切り上げる。）を１５から引い

た個数以内 

エ ハロゲン灯装着用ソケット数は、６個以内 

４ 指示の期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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日本海・九州西広域漁業調整委員会第３８回九州西部会 
 

議 事 次 第 
 
 

１ 日 時：令和７年 12 月１日（月）10：30 から 
 

２ 場 所：AP 東京八重洲 ７階 P＋Q ルーム  

      （東京都中央区京橋 1-10-7 KPP 八重洲ビル） 

      ※Webex を活用したウェブ会議との併催 

 

３ 議 事 

（１）部会長職務代理者の互選について 

     

（２）広域資源の管理について 

① 九州・山口北西海域トラフグ 

② 有明海ガザミ 

③ 南西諸島海域マチ類 

 

（３）その他 
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（２３期５回筑前漁調委）

（令和７年１２月８日）



任　　期：４年  大臣選任委員：2022年6月1日～2026年5月31日

都道県互選委員：2025年10月1日～2029年9月30日

山口県 仁保
ニホ

　宣
ムベ

誠
ナリ

山口県日本海海区漁業調整委員会委員

福岡県 冨重
トミシゲ

　信一
シンイチ

筑前海区漁業調整委員会会長

佐賀県 伊藤
イトウ

　史郎
シロウ

松浦海区漁業調整委員会委員

長崎県 大久保
オオクボ

　照享
テル  タカ

長崎県北部海区漁業調整委員会委員

熊本県 山田
ヤマダ

　雅
マサ

章
アキ

天草不知火海区漁業調整委員会委員

鹿児島 阿久根
アクネ

　金也
キンヤ

鹿児島県連合海区漁業調整委員会会長

沖縄県 藤田
　フジタ

　喜久
　ヨシヒサ

沖縄海区漁業調整委員会委員

岩田
イワタ

　祐二
ユウジ

山陰旋網漁業協同組合　顧問

本川
モトガワ

　貴広
タカヒロ

大栄水産株式会社　代表取締役社長

佐藤
サトウ

　みゆき 株式会社タカスイ　総務部長

宮本
　ミヤモト

　洋平
　ヨウヘイ

山口県以東機船底曳網漁業協同組合　代表理事組合長

波積
　ハヅミ

　真理
　マ　リ

熊本学園大学商学部　教授

田中
　タナカ

　栄次
　エイジ

▲ 東京海洋大学　名誉教授

合瀬
　オオセ

　宏毅
　ヒロキ

アグリフューチャージャパン理事長

※　▲は部会長

（令和７年12月現在）

大
臣
選
任

漁業者
代表

学識
経験

日本海・九州西広域漁業調整委員会九州西部会　委員名簿

区　分 氏　名 現　職

県
互
選

-2-



第 46 回 日本海・九州西広域漁業調整委員会 
 

議 事 次 第 
 
 
 
日 時：令和７年 12 月２日（火） 13：00～ 

場 所：AP 東京八重洲 13 階 A+B ルーム 

（東京都中央区京橋 1-10-7 KPP 八重洲ビル） 
 
 
１ 開 会 
 
２ 挨 拶 
 
３ 議 題 

（１）委員の改選に伴う対応について 

① 会長職務代理者の互選について 

② 部会に属すべき委員の指名について 

（２）令和７年度のくろまぐろ遊漁に関する管理について 

（３）太平洋くろまぐろの遊漁に係る届出制に関する委員会指示及び採捕に関

する委員会指示の一部改正について 

（４）沿岸くろまぐろ漁業の承認に係る対応について 

（５）広域資源の管理について 

① 部会における取組 

② トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群 

③ 日本海沖合におけるベニズワイガニ 

(６) その他 

① ＴＡＣ資源拡大に向けた検討状況について 

② 令和８年度資源管理関係予算について 

③ 広調委の今後の役割等について 

④ その他 

 
４ 閉 会 
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根拠法令：漁業法（昭和24年法律第267号）  　　　 　　　　　　 　　

定　　員：29人（大臣選任10人、道府県互選19人）  　　　　　　　　 

任　　期：４年 大臣選任委員(第６期)：2022年 6月1日～2026年5月31日

道府県互選委員(第７期)：2025年10月1日～2029年9月30日

北海道 工藤
　クドウ

　幸博
　ユキヒロ

檜山海区漁業調整委員会 会長

青森県 立石
　タテイシ

　政男
　マサオ

青森県西部海区漁業調整委員会会長代理

秋田県 大竹
　オオタケ

　　敦
アツシ

秋田海区漁業調整委員会会長代理

山形県 加藤
　カ トウ

　　栄
サカエ

山形海区漁業調整委員会会長

新潟県 土屋
　ツチヤ

　貞男
サダオ

新潟海区漁業調整委員会会長

富山県 網谷
　アミタニ

　繁彦
　シゲヒコ

富山海区漁業調整委員会会長

石川県 勝木
　カツキ

　省
ショウ

司
ジ

石川海区漁業調整委員会会長

福井県 浦谷
ウラタニ

　俊
トシ

晴
ハル

福井海区漁業調整委員会委員

京都府 倉
クラ

　幹夫
ミキオ

京都海区漁業調整委員会委員

兵庫県 川越
カワゴエ

　一男
　カズオ

但馬海区漁業調整委員会会長

鳥取県 山根
ヤマネ

　慎司
シンジ

鳥取海区漁業調整委員会委員

島根県 永松
ナガマツ

　正則
マサノリ

島根海区漁業調整委員会会長

山口県 仁保
ニホ

　宣
ムベ

誠
ナリ

山口県日本海海区漁業調整委員会委員

福岡県 冨重
トミシゲ

　信一
シンイチ

筑前海区漁業調整委員会会長

佐賀県 伊藤
イトウ

　史郎
シロウ

松浦海区漁業調整委員会委員

長崎県 大久保
オオクボ

　照享
テルタカ

長崎県北部海区漁業調整委員会委員

熊本県 山田
ヤマダ

　雅
マサ

章
アキ

天草不知火海区漁業調整委員会委員

鹿児島 阿久根
アクネ

　金也
キンヤ

鹿児島県連合海区漁業調整委員会会長

沖縄県 藤田
　フジタ

　喜久
　ヨシヒサ

沖縄海区漁業調整委員会委員

岩田
イワタ

　祐二
ユウジ

山陰旋網漁業協同組合　顧問

本川
モトガワ

　貴広
タカヒロ

大栄水産株式会社　代表取締役社長

佐藤　みゆき
サトウ

株式会社タカスイ　総務部長

伊藤　保夫
イトウ　　　　　　　　ヤスオ

 小樽機船漁業協同組合代表理事組合長

吉岡　力男
ヨシオカ　　　　　　　リキオ

兵庫県機船底曳網漁業協会　理事

宮本
　ミヤモト

　洋平
　ヨウヘイ

山口県以東機船底曳網漁業協同組合　代表理事組合長

山内
　ヤマウチ

　得
　トク

信
シン

那覇地区漁業協同組合　代表理事組合長

波積
　ハヅミ

　真理
　マ　リ

熊本学園大学商学部　教授

田中
　タナカ

　栄次
　エイジ

▲ 東京海洋大学　名誉教授

合瀬
　オオセ

　宏毅
　ヒロキ

アグリフューチャージャパン理事長

※　▲は会長、■は会長職務代理者

道
府
県
互
選

大
臣
選
任

漁業者
代表

学識
経験

日本海・九州西広域漁業調整委員会　委員名簿

区　分 氏　名 現　職
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資料２－１ 

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 82 号（案）の概要 
 
１．届出  
（１）遊漁者 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの期間中（以下「管理期
間」という。）において、くろまぐろ（大型魚）を採捕しようとする遊
漁者は、以下の内容について、当該期間において最初にくろまぐろ（大
型魚）の採捕をしようとする日の１営業日前までに委員会に届け出なけ
ればならない。 
ア 氏名、住所、電話番号及びメールアドレス 
イ その他委員会会長が必要と認めて別に定める事項 

 
（２）遊漁船業者 

 管理期間中において、くろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁
者を漁場に案内しようとする遊漁船業者は、使用する船舶ごとに、以下
の内容について、令和８年１月１日から同年３月 20 日までに委員会に届
け出なければならない。 
ア 氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、住所、電話番号及

びメールアドレス 
イ 船名 
ウ 遊漁船登録番号 
エ 入出港しようとする場所 
オ その他委員会会長が別に定める事項 
※ 委員会会長が別に定める要件に適合する者にあっては、管理期間中に最初にく

ろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする日の属

する月の前月十日までに委員会に届け出なければならない。 

 
（３）遊漁船以外の船舶を運航する者 

 管理期間中において、遊漁船以外の船舶を運航してくろまぐろ（大型
魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする者又は自ら漁
場に赴こうとする者は、使用する船舶ごとに、以下の内容について、令
和８年１月１日から同年３月 20 日までに委員会に届け出なければなら
ない。 
ア 氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、住所、電話番号及

びメールアドレス 
イ 船名 
ウ 船舶番号又は船舶検査済票の番号 
エ 入出港しようとする場所 
オ その他委員会会長が別に定める事項 
※ 委員会会長が別に定める要件に適合する者にあっては、管理期間中に最初にく

ろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内し、又は自ら漁場に

赴こうとする日の属する月の前月十日までに委員会に届け出なければならない。 
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（４）届出事項の変更 
（１）から（３）までの規定による届出をした者は、届出した事項に

変更が生じたときは、速やかに、委員会に変更の届出をしなければなら
ない。 

 
（５）届出番号の交付 

委員会は、（１）から（３）までの届出を受け付けた際には、その届
出者に届出番号を遅滞なく交付する。 

 
２．指示の有効期間  

令和８年１月１日から令和９年３月 31 日までとする。 

2
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全国海区漁業調整委員会連合会 九州ブロック会議 次第 

 

開催期日 令和 7 年 10 月 30 日（木）午後２時３０分から午後５時まで 

開催場所 大分センチュリーホテル ２階「桜の間」  

 

【参加範囲】 

（１）全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック各海区漁業調整委員会（会長、事務局） 

（２）水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室、水産庁九州漁業調整事務所、 

内閣府沖縄総合事務局農林水産部林務水産課 

（３）大分海区漁業調整委員会（会長、委員、事務局）、大分県農林水産部漁業管理課 

 

１．開 会  

司 会：事務局長 平川 千修  

 

２．挨 拶  

① 主催者挨拶 全国海区漁業調整委員会連合会 副会長 半田 亮司（福岡県連合）  

② 開催地挨拶 大分海区漁業調整委員会 会長 阿部 貴史（地元海区）  

③ 来賓挨拶  水産庁管理調整課 課長補佐 土方 教義  

④ 地元県挨拶 大分県農林水産部水産担当審議監 大塚 猛  

⑤ 来賓紹介  

 

３．議長選出  

大分海区漁業調整委員会 会長 阿部 貴史  

 

４．議事録署名人選出（前回、次回の幹事県）  

・福岡県連合海区  

・鹿児島県連合海区  

 

５．議 事  

第１号議案 令和８年度要望事項について  

第２号議案 次期開催海区について  

・鹿児島県連合海区  

 

６．その他  

 

７．閉 会 
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資　　料　　７

（２３期５回筑前漁調委）

（令和７年１２月８日）



No. 要　望　事　項 提出県
継続・
新規

可否

1 海区漁業調整委員会制度について 長崎 継続 可決

2 海区漁業調整委員会の財政基盤の確保について 熊本 継続 可決

3 海区漁業調整委員会委員及び事務局職員の資質向上について 大分 継続 可決

4 違法操業の取締強化に向けた対応について 沖縄 継続 可決

5 クロマグロ資源の適正評価及び零細漁業者の経営支援について 佐賀 継続 可決

6 太平洋クロマグロの資源管理の推進について 長崎 継続 可決

7 太平洋クロマグロの資源管理に係る運用について 宮崎 継続 可決

8
太平洋クロマグロの資源管理の強化に伴う経営安定対策の推進
について

鹿児島 継続 可決

9 太平洋クロマグロ（大型魚）の適正な資源管理について 沖縄 継続 可決

10
大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直
し及び禁漁期間の設定について

福岡 継続 可決

11
大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大並びに適正操業へ向け
た指導の強化について

熊本 継続 可決

12
大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業における操業禁止区域
の見直し拡大等について

鹿児島 継続 可決

13 沿岸漁業と沖合漁業（大臣許可漁業）との調整について 長崎 継続 可決

14 新たな資源管理措置について 福岡 継続 可決

15 新たな資源管理の推進について 長崎 継続 可決

16 日中・日韓新漁業協定の発効等に伴う今後の対策等について 長崎 継続 可決

17  日台漁業取決めの見直しについて 沖縄 継続 可決

18
我が国ＥＥＺ内における韓国漁船の操業禁止及び取締強化につ
いて

福岡 継続 可決

19 日中漁業協定等に基づく外国漁船の操業条件等の堅持について 鹿児島 継続 可決

20 日中漁業協定の見直しについて 沖縄 継続 可決

21 日本近海における外国漁船違法操業取締の強化について 長崎 継続 可決

22 東シナ海における漁船の安全操業確保について 熊本 継続 可決

23 遊漁者への安全啓発活動の強化について 長崎 新規 可決

24 ミニボートによる危険行為の防止について 佐賀 継続 可決

25 ミニボート及びSUPによる海難事故の防止について 熊本 継続 可決

令和８年度　要望事項一覧
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くろまぐろ知事管理漁獲可能量の変更について（報告） 

 
背景 

 令和７年２月28日付で筑前海区漁業調整委員会から適当である旨の答申をい

ただいた、「特定水産資源の福岡県知事管理漁獲可能量の変更に係る取扱」に基

づき、令和７管理年度におけるくろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）

の知事管理漁獲可能量の変更について報告するもの。 
 

変更内容 

大中型まき網漁業大型魚と本県小型魚の交換（令和７年 11 月 18 日告示） 

 ・令和７年１０月から大型魚の採捕を再開（残り 7.3 トン）。 
・令和７年９月１６日にクロマグロ部会で「小型魚と大型魚の交換を実施し、

増枠したい」との要望あり。 
・このため、水産庁の融通要望調査に要望書を提出し、大中型まき網漁業大型

魚の枠と本県小型魚の枠で３．５トンの交換が整ったため、知事管理漁獲可

能量の変更を行ったもの。 
  
  福岡県知事管理漁獲可能量 

 変更前 変更後 
くろまぐろ（小型魚） 21.1 トン 17.6 トン 
くろまぐろ（大型魚） 50.5 トン 54.0 トン 

 

 

資　　料　　８

（２３期５回筑前漁調委）

（令和７年１２月８日）


